
資料８ 

「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の

整備に関する法律」（一括法）の成立に伴う条例制定等について 
 
一括法の概要 
  一括法は、地方自治体の自主性の強化と自由度の拡大を目的に、施設・公物施設設置

基準などの義務付け・枠付けの見直しを行い、これまで政省令で示されていた施設設置

基準等を条例化することで、地方自治体の条例制定権を拡大するものです。 
 
市障がい福祉課所管の法令等への影響 
  障がい福祉課が所管する法令等について、関連するのは以下のとおりです。以下の法

律で引用される政省令の基準が市の条例委任されることとなりました。 
・対 象 法 律：児童福祉法 
       障害者自立支援法 

指定知的障害児施設等・対象政省令：児童福祉法に基づく の人員、設備及び運営に関す

る基準 
児童福祉施設最低基準 

指定障害福祉サービスの事業等障害者自立支援法に基づく の人員、設備

及び運営に関する基準 
指定障害者支援施設等障害者自立支援法に基づく の人員、設備及び運営

に関する基準 
障害福祉サービス事業障害者自立支援法に基づく の設備及び運営に関す

る基準 
地域活動支援センター障害者自立支援法に基づく の設備及び運営に関す

る基準 
        障害者自立支援法に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準 

障害者自立支援法に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準 
 
条例委任への対応 
  一括法では、上記の政省令を、３つの基準（従うべき基準・標準・参酌すべき基準）

に従って条例化する旨が示されています。以下の対応表のようにそれぞれの基準ごとに

政省令と条例との対応関係が示されているため、条例化する基準の全てについて市の裁

量が及ぶわけではありませんが、市の裁量が及ぶ部分については、地域の実情を反映し

た条例の策定を検討しています。 



条例委任する場合の基準設定の類型 

分類 内容 
政省令と異なるものを定

めることの許容の程度 
政省令との対応関

係 

従うべき基準 
政省令に必ず適合

しなければならな

い基準 

許容されない。 
当該基準の範囲内であれ

ば許容される。 

人員配置基準 
居室面積基準 
人権に直結する運

営基準 等 

標準 
政省令に通常よる

べき基準 

合理的理由に基づき説明

責任を果たせれば許容さ

れる。 
利用定員基準 

参酌すべき基準 
政省令を十分に参

照しなければなら

ない基準 

行為規範を伴い説明責任

を果たせれば許容される。
その他 

 
スケジュール（予定） 
 ２３年１１月 パブリックコメント 
        例規審査 
 ２４年 ２月 議会上程 
     ４月 条例施行 
 
新潟市障がい者地域自立支援協議会開催に際して 
  政省令の条例化にあたり、本件の実情にあった条例を策定するため、新潟市障がい者

地域自立支援協議会において、ご意見をいただきたいと考えております。 
  つきましては、現行の基準について、本市の実情を踏まえた際に必要だと考えられる

改正点等のご意見をお聞かせくださるようお願いいたします。 



 
 
 

 

（提出先） 新潟市障がい福祉課介護給付係 井浦 行

       E-mail y.iura11@city.niigata.lg.jp  
       FAX  025-223-1500

条例を策定するにあたっての意見 
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理由  

 
提出期限：平成２３年１０月２０日（木） 


